
 

これから認可保育所への入所申込みや施設等利用給付認定申請を行う方、すでに認定を受けて

在園されている方を対象としています。教育・保育給付認定の場合と施設等利用給付認定の場合

も同様の基準で認定を行っています。 

認定は月単位で行います。認定に関する事由や要件、提出書類や注意点をについて、ご一読く

ださい。 

 

保護者の方が就労等の状況により、保育を必要とする場合に本宮市が保育の必要性を認定しま

す。認定のためには、保護者(父母とも)が保育を必要とする事由の証明書の提出が必要です。世

帯が変更（内縁者と同居・婚姻等）となった場合は、新たに世帯に加入した方の証明書が必要で

す。 

・教育・保育給付認定は、認可保育施設等を利用する際に必要な認定(2号・3号) 

・施設等利用給付認定は、認可外保育施設や幼稚園の預かり保育等の無償化対象の認定(新2号・

新3号) 

 

・就労時間は、雇用契約に基づく就労時間で、就業規則等で定められている休憩を含みます。 

・1週をひと月の時間に換算する場合、1週の時間×4倍とします。 

・提出された「就労証明書」の内容をもとに判断し、就労認定を決定します。 

・「就労証明書」は雇用されている方は、会社の方に記入を依頼してください。自営業・個人事

業主の方は、ご自身で記入し、必要資料を添付してくだい。詳細は「就労証明書（裏面：記載

要領）」を確認してください。 

・これから就労を開始する方の場合の就労時間は見込み時間を記載してください。 

・就労中で「就労証明書」を提出いただいたとしても、月64時間以上の就労を常態とする、就

労実績が確認できない場合は、求職活動認定となります。求職活動認定は最大3か月間のた

め、3か月以内に月64時間以上の就労状況があるか確認します。有期雇用期間、就労先等に変

更がありましたらその都度「就労証明書」をご提出ください。提出がなく就労が確認できない

場合、認定の取り消しとなり、認可保育施設の在園児(2・3号)は退所となりますのでご注意く

ださい。新2・3号の場合は給付対象外となります。 



・雇用契約が月64時間のパート勤務等の場合、休暇等により実績が満たさない場合も保育認定

となりませんので64時間以上となるようシフトの調整による勤務をお願いします。 

・育児休業から復職する方は、新年度からの復職予定の日を会社様と調整のうえ記入をお願いし

てください。復帰条件日以降の日付となっている場合は、復職後に復帰の確認をしますので再

度、就労証明書を提出してください。 

・入所申請等で使用する際の「就労証明書」は最新の証明日のものをご提出ください。ただし、

申請日から3か月以内に証明された「就労証明書」については、有効としますのでコピーでの

提出も可としています。 

・就労証明書は年2回提出をお願いしておりますが、就労先等に変更がありましたらその都度提

出をお願いします。 

 

 

・出産認定期間後に認定を継続するためには、認定の変更手続きが必要です。(就労・育児休業

等)  

・認定期間が終了した場合は、認定を取り消します。認定がない場合、認可保育施設の在園児

(2・3号)は退所となりますのでご注意ください。新2・3号の場合は給付対象外となります。 

 

 

・認定期間については、提出された診断書及び障がい者手帳の写しを確認のうえ決定します。 

・診断書について、治療期間等の記載がある際はその月末までとし、障がい者手帳の場合は有効

期間の属する月の月末まで。それ以降、疾病・障がい認定を継続するためには新たな診断書及

び、更新した障がい者手帳の写しをご提出ください。その他の認定に切り替える場合は、別途

認定変更の届出と証明書の提出が必要です。 

・認定が有効期間を迎え書類の提出がない場合、認定を取り消します。認定がない場合、認可保

育施設の在園児(2・3号)は退所となりますのでご注意ください。新2・3号の場合は給付対象

外となります。 

 

 



 

・被介護・看護者が介護・看護を要しなくなった際、ほかの事由に該当する場合は速やかに認定

変更の手続きを行ってください。認定が有効期間を迎え書類の提出がない場合、認定を取り消

します。認定がない場合、認可保育施設の在園児(2・3号)は退所となりますのでご注意くださ

い。新2・3号の場合は給付対象外となります。 

 

 

・入所申請の場合：入所した月の1日から3か月間。(例：4月入所の場合:4月1日～6月30日) 

・在園児の場合：退職日（求職活動認定）から3か月間、最大90日 

※保育認定の継続のためには、3か月以内に就労を開始してください。それ以上の延長はできま

せん。 

・求職活動認定期間を終了して、就労等の認定に変更手続きが済んでいない場合は認定を取り消

します。認定がない場合、認可保育施設の在園児(2・3号)は退所となりますのでご注意くださ

い。新2・3号の場合は給付対象外となります。 

 

 

（※）就学認定を受けるためには次のいずれかに該当していることが必要です。 

・高等学校、大学、専修学校等やこれらに準ずる教育施設に在学している。 

・ハローワークの職業訓練校等における職業訓練を受けている。 

・教育等で上記に該当しない場合、就学認定はされません。就学認定への変更・申請をされる場

合は必ず事前にお問い合わせください。 

・申請した際の必要書類で確認できる卒業予定日等が延びた場合は、再度書類の提出を依頼する

場合があります。 

・就学認定対象でない学校に入学した等の理由を含め、認定がない場合は認可保育施設の在園児

(2・3号)は退所となりますのでご注意ください。新2・3号の場合は給付対象外となります。 

 



 

・災害の場合は被災証明書等 

・その他の要件では状況に応じて必要書類が異なるため、お問い合わせください。 

 

 

育児休業中は家庭での保育ができるため、原則として保育施設等の利用ができません。そのた

め認可保育施設の入所申込みを育児休業中にされる場合は、入所後速やかに育児休業を終了し復

職することが条件です。その場合は就労認定として扱います。 

また育児休業認定は、下記の場合に限り特例的に認められています。 

・保護者が育児休業に入る前にすでに認可保育施設を利用している場合もしくは施設等利用給付

認定を取得している場合に限り、育児休業認定が認められます。 

・育児休業から復職する際は復職後に、復帰の確認をしますので就労証明を提出してください。 

・育児休業認定の場合、有効期間以上の育児休業認定は延長できません。復職する(就労認定）等

他の認定事由の要件に当てはまらなければ、認定が取り消されます。認定がない場合は認可保

育施設の在園児(2・3号)は退所となりますのでご注意ください。新2・3号の場合は給付対象

外となります。 

・育児休業を要件とした認可保育施設の新規入所・転所申請はできません。 

・育児休業認定の対象となる育児休業は、認定された児童から見て弟妹が対象の場合のみです。 

 

 

 

上記のほか、市外への転出予定、入所後に市内転居、離婚や再婚等により世帯員の変更があっ

た場合は、速やかに保育所へ相談をお願いします。 

なお、登録事項変更届など各種届け出や申請用紙等は保育所にありますので、まずは入所先の

保育所へご相談をお願いします。 

 

 

 

 

【問い合わせ先：教育部幼保学校課幼保教育係 電話0243-24-5446】 


